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水
道
使
用
料
等
の
滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す

■
水
道
使
用
料
を
滞
納
し
た
ら
…

　

毎
日
使
わ
れ
て
い
る
水
、
周
防
大
島
町
の
水
道

水
は
、
山
口
県
と
広
島
県
の
県
境
に
あ
る
弥
栄
ダ

ム
か
ら
柳
井
市
の
日
積
浄
水
場
へ
送
ら
れ
、
浄
水

後
に
町
内
の
配
水
池
へ
送
水
し
て
各
家
庭
に
給
水

し
て
い
ま
す
。
こ
の
経
費
は
、
皆
様
か
ら
い
た
だ

い
た
水
道
使
用
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

水
道
使
用
料
の
滞
納
は
、
一
般
会
計
か
ら
多
額
の

繰
り
入
れ
を
受
け
て
い
る
水
道
事
業
の
経
営
を
さ
ら

に
圧
迫
し
、
料
金
の
値
上
げ
な
ど
住
民
生
活
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
納
期
内
に
き
ち
ん
と
料
金
を
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
大
多
数
の
利
用
者
と
の
公
平
性
を

欠
く
う
え
、
督
促
状
の
送
付
な
ど
の
余
分
な
経
費

が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
水
道
使
用
料
滞
納
者
に
督
促
や
納

入
相
談
を
行
い
、
な
お
納
入
の
な
い
場
合
に
は
、

や
む
を
得
ず
給
水
停
止
等
を
行
い
ま
す
。

■
下
水
道
等
使
用
料
や

　
分
担
金
を
滞
納
し
た
ら
…

　

下
水
道
や
集
落
排
水
は
、
生
活
排
水
や
水
洗
ト

イ
レ
な
ど
の
汚
水
を
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
集
め
て
浄

化
処
理
す
る
こ
と
で
、
生
活
環
境
の
向
上
を
図
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
経
費
は
、
皆
様
か
ら
い
た
だ
い

た
下
水
道
等
の
使
用
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
下
水
道
や
集
落
排
水
は
、
限
ら
れ
た
地
域
で

し
か
利
用
で
き
な
い
た
め
、
利
用
者
か
ら
受
益
者

分
担
金
を
い
た
だ
き
、
整
備
事
業
費
の
一
部
に
充

て
る
こ
と
で
、
利
用
で
き
な
い
方
と
の
公
平
化
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
等
使
用
料
及
び
受
益
者
分
担
金
の
滞
納

は
、
一
般
会
計
か
ら
多
額
の
繰
り
入
れ
を
受
け
て

い
る
下
水
道
事
業
会
計
、
農
業
集
落
排
水
事
業
会

計
及
び
漁
業
集
落
排
水
事
業
会
計
の
経
営
を
さ
ら

に
圧
迫
し
、
料
金
の
値
上
げ
な
ど
住
民
生
活
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
納
期
内
に
き
ち
ん
と
料
金
を
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
る
大
多
数
の
利
用
者
と
の
公
平
性
を

欠
く
う
え
、
督
促
状
の
送
付
な
ど
の
余
分
な
経
費

が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
下
水
道
等
使
用
料
及
び
受
益
者
分

担
金
の
滞
納
者
に
督
促
や
納
入
相
談
を
行
い
、
な

お
納
入
の
な
い
場
合
に
は
や
む
を
得
ず
財
産
の
差

し
押
さ
え
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
ど
う
し
て
も
納
入
で
き
な
い
特
別
の
事

由
（
災
害
・
家
族
の
病
気
な
ど
）
が
あ
る
方
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
～

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
十
二

月
、
第
一
次
長
州
出
兵
が
長
州
藩
の

謝
罪
に
よ
っ
て
終
結
に
向
か
う
な

か
、
高
杉
晋
作
が
萩
の
保
守
派
を
打

倒
す
る
た
め
、
諸
隊
を
率
い
て
下
関

の
功
山
寺
で
挙
兵
し
ま
し
た
。
翌
年

（
一
八
六
五
年
）一
月
、大
田
・
絵え
ど
う堂（
美

祢
市
美
東
町
）
を
中
心
に
、
高
杉
ら

急
進
派
と
萩
の
保
守
派
政
府
と
の
間

で
戦
闘
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
こ
の
内

戦
は
当
時
の
元
号
か
ら
元げ
ん
じ治
の
内
乱

（
内な
い
こ
う訌
）
と
呼
ば
れ
ま
す
。
一
月
末
に

は
急
進
派
が
勝
利
を
お
さ
め
、
幕
府

に
謝
罪
し
た
保
守
派
の
政
府
員
ら
は

罷
免
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
幕
府

の
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
抗
戦
す

る
方
針
に
転
換
し
、
藩
内
の
抗こ
う
ば
く幕
体

制
を
確
立
し
た
の
で
す
。

　

同
年
（
慶
応
元
年
、
四
月
に
改
元
）

四
月
、
幕
府
は
、
長
州
藩
に
「
容
易

な
ら
ざ
る
企
く
わ
だ
て」（
重
大
な
計
画
）
が
あ

る
こ
と
、
ま
た
「
悔か
い
ご悟
の
体て
い

」（
反
省

の
様
子
）
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
理

由
に
、
再
び
長
州
藩
を
追
討
す
る
た

め
の
将
軍
進
発
を
通
達
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
紀
州
（
和
歌
山
）
藩
主
の

四
境
の
役
一
五
〇
周
年
連
載
コ
ラ
ム
④

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
商
船
高
等
専
門
学
校　

准
教
授　

田
口
由
香

徳
川
茂も
ち
つ
ぐ承
を
征せ
い

長
ち
ょ
う

総
督
と
し
て
、

十
一
月
に
は
、
三
十
一
の
藩
に
第
二

次
長
州
出
兵
の
動
員
を
命
じ
ま
し
た
。

大
島
方
面
に
は
、「
上
之
関
口
討
手
」

と
し
て
、
松
山
藩
・
宇
和
島
藩
・
徳

島
藩
・
中
津
藩
・
今
治
藩
の
五
つ
の

藩
が
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
実
際
に
は
、

翌
年
（
一
八
六
六
年
）
六
月
に
四
境

の
役
が
開
戦
す
る
と
大
島
が
戦
場
に

な
り
、
幕
府
軍
と
松
山
藩
だ
け
が
出

陣
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
次
回
は
「
四
境
の
役
の
開
戦
」
に
つ
い

て
で
す
。

▼
第
二
次
長
州
出
兵

▲大田絵堂戦跡記念碑（美祢市美東町）

■
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課
管
理
班

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
１
１

　

税
務
課
徴
収
対
策
班

☎
０
８
２
９
（
７
４
）
１
０
３
１


